
　
子
育
て
が
楽
し
く
な
る
ま
ち
づ
く
り
を

推
進
す
る
た
め
、児
童
お
よ
び
そ
の
保
護

者
を
対
象
と
し
た
事
業
に
対
し
て
、活
動

経
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▼
対
象
団
体（
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た

す
団
体
）

·
三
木
市
を
拠
点
と
し
、継
続
し
た
子

育
て
支
援
活
動
を
実
施
す
る

·
２
名
以
上
で
構
成
さ
れ
、市
内
在
住

の
方
が
半
数
以
上

·
子
育
て
支
援
に
係
る
分
野
で
、団
体

の
会
員
以
外
の
市
民
も
含
め
た
支
援

活
動
を
行
う

·
政
治
的
お
よ
び
宗
教
的
活
動
、営
利

活
動
を
目
的
と
し
な
い　
な
ど

　
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
助
成
金
の
上
限　

　
１
事
業
に
つ
き
上
限
10
万
円

▼
受
付
開
始
日

5
月
７
日
㈫

▼
申
請
方
法　

児
童
セ
ン
タ
ー
、各
市
立

公
民
館
、市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
請
用
紙
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請
（市）
子
育
て
支
援
課

　
　
　
子
育
て
応
援
係

子
育
て
支
援
事
業
の
活
動
を
支
援

補助金

●
救
急
要
請
の
半
数
以
上
が
軽
症

　

令
和
５
年
中
の
救
急
出
動
件
数
は
４
，

４
２
0
件
で
、１
日
の
平
均
出
動
件
数
は

1
2
·
1
件
と
な
り
ま
し
た
。

　

搬
送
人
数
に
つ
い
て
は
、４
，
０
０
６

人
で
、そ
の
う
ち
の
半
数
以
上
が
入
院
を

必
要
と
し
な
い
軽
症
で
し
た
。

　

救
急
車
の
適
正
利
用
に
つ
い
て
、協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

●
病
院
へ
行
く
べ
き
か
、救
急
車
が
必
要

か
迷
っ
た
と
き
は
？

▼
三
木
市
健
康
医
療
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

　
　
☎
０
１
２
０
‐
６
８
２
‐
０
８
６

　
　

24
時
間
年
中
無
休
で
医
師
や
看
護

師
な
ど
に
、健
康
や
医
療
に
関
す
る

相
談
が
で
き
ま
す
。

▼
全
国
版
救
急
受
診
ア
プ
リ「
Q
助
」

　
　
　
症
状
に
よ
っ
て
緊
急
度
の
判
定
を

支
援
し
、利
用
で
き
る
医
療
機
関
や

受
診
手
段
の
情
報
を
提
供
し
て
い
ま

す
。

　
▼
（市）
消
防
本
部
☎
８
２
‐
０
１
１
９

　
　
　

救
急
病
院
を
紹
介
し
ま
す（
24
時

間
年
中
無
休
）。

●
こ
ん
な
時
は
迷
わ
ず
１
１
９
番

　

次
の
症
状
が
あ
る
場
合
は
、重
大
な

病
気
が
隠
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、

緊
急
性
も
非
常
に
高
い
状
態
で
す
。

·
突
然
の
激
し
い
頭
痛

·
胸
や
背
中
が
激
し
く
痛
む

·
ろ
れ
つ
が
ま
わ
り
に
く
い

·
突
然
、片
方
の
腕
や
足
に
力
が
入
ら

な
い

問
（市）
消
防
署
救
急
救
助
課

　
☎
８
９
‐
0
1
7
3

　
　

本
当
に「
今
」必
要
で
す
か
？
救
急
車

消防

　
市
内
を
拠
点
に
子
ど
も
食
堂
を
運
営
す

る
団
体
に
、運
営
に
係
る
経
費
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

▼
対
象
団
体

·
市
内
に
お
い
て
子
ど
も
食
堂
を
運
営

し
て
い
る
団
体

·
子
ど
も
に
無
料
ま
た
は
定
額
で
子
ど

も
の
発
達
に
十
分
な
栄
養
が
あ
る
食

事
を
提
供
し
て
い
る
こ
と　
な
ど

▼
対
象
経
費　

食
材
費
、会
場
使
用
料
、

事
業
に
係
る
保
険
料
、消
耗
品
、印
刷

製
本
費
な
ど　

▼
対
象
期
間

4
月
１
日
㈪
〜
令
和
７
年

３
月
31
日
㈪

▼
申
請
方
法　

児
童
セ
ン
タ
ー
、市
民
活

動
セ
ン
タ
ー
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ

る
申
請
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

郵
送
ま
た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請
（市）
子
育
て
支
援
課

　
　
　
家
庭
支
援
係

子
ど
も
食
堂
の
運
営
を
支
援

補助金

▲ホームペー
　ジはこちら

国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
や
、保
険
料

免
除
申
請
な
ど
の
手
続
き
を
さ
れ
る
方

は
、デ
ジ
タ
ル
庁
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア

プ
リ「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
」で
い
つ
で
も
電

子
申
請
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、処
理
状
況

や
申
請
結
果
も
確
認
で
き
ま
す
。　

▼
対
象
と
な
る
書
類

·
国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者
加
入
の

届
け
出

·
付
加
保
険
料
納
付（
辞
退
）申
出

·
付
加
保
険
料
納
付
該
当（
非
該
当
）届

·
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予

申
請
書

·
学
生
納
付
特
例
申
請
書

·
産
前
産
後
免
除
該
当
届

·
口
座
振
替
納
付（
変
更
）申
出
兼
還
付

金
振
込
方
法（
変
更
）申
出

·
口
座
振
替
辞
退
申
出

※
申
請
に
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

や
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
利
用
登
録
が
必

要
で
す
。
詳
し
く
は
日
本
年
金
機
構
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ア
ル

☎
0
5
7
0
‐
0
0
3
‐
0
0
4

0
5
0
か
ら
始
ま
る
電
話
で
か
け
る
場

合
は
、☎
0
3
‐
6
6
3
0
‐
2
5
2
5

近
年
、自
動
車
の
気
密
性
の
向
上
な
ど

に
よ
り
、緊
急
車
両
の
接
近
に
気
付
か
ず

ス
ム
ー
ズ
な
緊
急
通
行
が
で
き
な
い
場
面

が
増
え
て
い
ま
す
。
緊
急
車
両
が
接
近
し

て
き
た
ら
次
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

·
交
差
点
を
避
け
て
、
ゆ
っ
く
り
左
に

寄
っ
て
停
車
し
て
く
だ
さ
い
。

·
高
速
道
路
で
は
、止
ま
ら
ず
に
追
い
越

し
車
線
を
開
け
て
、走
行
車
線
を
走
行

し
て
く
だ
さ
い
。

·
緊
急
車
両
の
接
近
に
気
付
か
な
い
場
合

は
、マ
イ
ク
で
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
や
サ
イ

レ
ン
音
を
変
え
て
、緊
急
車
両
の
接
近

を
お
知
ら
せ
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
（市）
消
防
署
救
急
救
助
課

　
☎
８
９
‐
０
１
７
３

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
国
民
年
金
の
手
続
き
が
可
能
に

国民
年金

緊
急
車
両
が
近
づ
い
て
き
た
ら
ご
協
力
を

消防・
救急

国民年金

学
生
納
付
特
例
の
継
続
申

請
は
お
早
め
に

　

学
生
納
付
特
例
制
度
に
よ
り
、国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
を
猶
予
さ
れ
て
い
る
方
で
、今
年
度
も
同
じ

学
校
に
在
学
予
定
の
方
は
、日
本
年
金
機
構
か
ら
届

く「
学
生
納
付
特
例
申
請
書
」（
は
が
き
様
式
）に
必

要
事
項
を
記
入
し
て
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
場

合
、学
生
証
の
写
し
や
在
学
証
明
書
の
添
付
は
不
要

で
す
。
ま
た
、4
月
か
ら
も
引
き
続
き
学
生
納
付
特

例
を
希
望
す
る
方
で
、申
請
書
が
届
か
な
い
方
ま
た

は
在
学
し
て
い
る
学
校
な
ど
に
変
更
が
あ
る
方
は
、

次
の
と
お
り
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
場
所

市
役
所
3
階
市
民
課
、
吉
川
支
所
市

民
生
活
課

▼
必
要
な
も
の　
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号

通
知
書
、学
生
証（
写
し
可
）ま
た
は
在
学
期
間
が

わ
か
る
在
学
証
明
書（
原
本
）

▼
申
請
期
間

4
月
か
ら
１
年
間
ま
た
は
申
請
時
点

か
ら
２
年
１
カ
月
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
が

で
き
ま
す
。

▼
そ
の
他　
申
請
が
遅
れ
る
と
障
害
や
死
亡
と
い
っ

た
不
測
の
事
態
が
起
こ
っ
た
場
合
に
障
害
年
金
を

受
け
取
れ
な
い
こ
と
な
ど
が
あ
り
ま
す
の
で
、速

や
か
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請
（市）
市
民
課
年
金
係

　
　
　

（市）
吉
川
支
所
市
民
生
活
課

▲ 「Q助」ダウン
ロードページ
はこちら

▲日本年金機構
　 ホームページ

相　
　
談

人
権
の
目

子
育
て

募
集・採
用

健　
　
康

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

催　
　
し

教
室・講
座

教
室・講
座

施　
　
設

行政情報を随時掲載！ぜひご登録ください。
市ではSNSやスマートフォンアプリでイベント、季節
の見どころなど旬な情報や防災情報を発信します。
以下のQRコードを読み取りアクセスしてください。

スマートフォンアプリをダ
ウンロードし、お住まいの
地域を「兵庫県三木市」に
設定するとスマートフォン
で広報みきが読めます。

▲ホームページ　
　はこちら

みっきぃナビみっきぃナビ

1617 三木市役所・〒673－0492 上の丸町10-30・☎82－2000　吉川支所・〒673－1192 吉川町大沢412・☎72－0180　【開庁時間】平日午前8時30分～午後5時 広報みき 2024.5


